
 

 

 

 

 

 川崎市老人いこいの家条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を 

ここに公布する。 

 

令和 ８ 年 ３ 月３１日 

 

       川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市規則第３０号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

川崎市老人いこいの家条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規

則 

川崎市老人いこいの家条例の一部を改正する条例（令和７年川崎市条例第５

２号）の施行期日は、この規則の公布の日とする。 

 

 


